
避
難
計
画
の
実
効
性
の
有
無
の
判
断

を
求
め
た
私
た
ち
の
提
訴
に
対
す
る
仙

台
地
裁
の
判
決
は
、
全
く
理
不
尽
な
、

裁
判
所
へ
の
国
民
の
不
信
を
増
大
さ
せ

た
極
め
て
遺
憾
な
も
の
で
し
た
。

原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
避
け
ら
れ

な
い
こ
と
が
、
福
島
の
事
故
で
立
証
さ

れ
た
こ
と
を
受
け
、
国
は
、
法
律
に
よ

っ
て
、
原
発
立
地
自
治
体
や
Ｕ
Ｐ
Ｚ
自

治
体
に
原
子
力
災
害
時
の
広
域
避
難
計

画
を
義
務
付
け
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、

こ
の
計
画
を
検
証
し
て
き
た
結
果
、
万

が
一
の
時
、
住
民
の
い
の
ち
や
健
康
を

守
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
の
実
感
を
抱

き
、
５
年
前
の
仮
処
分
の
申
し
立
て
以

来
、
計
画
の
実
効
性
に
つ
い
て
裁
判
所

の
判
断
を
求
め
て
き
ま
し
た
。
そ
の
審

理
は
、
仙
台
地
裁
、
高
裁
、
そ
し
て
今

回
の
地
裁
と
三
度
に
渡
り
ま
し
た
。

こ
の
間
、
国
や
電
力
事
業
者
は
、
彼

１ 第１回控訴審期日

去る2023年5月24日に言い渡された第一審判決を
受け、6月5日に控訴提起をし、さらに同月26日に控
訴理由書を提出しました。
控訴理由については、前回原告団ニュースでご報

告したとおりです。
この控訴提起から2ヶ月あまりを経てようやく、

10月2日（月）午後3時に控訴審の第1回期日が開催
されることに決まりました。

２ 進行に関する意見書提出

また、8月8日、弁護団及び原告団で協議をした上
で、進行に関する意見書を提出しました。これは控
訴審裁判所に控訴審での審理の進行に関して意見を
述べたものです。
まず、控訴人側が提出した控訴理由書に対し、被

控訴人が8月末日までに反論をし、さらに控訴人が9
月15日まで再反論するという提案です。

次に、第1回期日の内容について以下のとおり提
案しました。
弁護団から、控訴理由書及び上記再反論の要旨を

陳述する時間を30分程度確保してほしい、原告団か
ら、陳述書の要旨を陳述する時間を10分程度確保し
てほしいという内容です。
弁護団からは、全国的に原発差止訴訟を手がける

甫守弁護士がプレゼンテーション方式にて、控訴理
由について説明する予定です。

３ 控訴審の審理として、
1回で結審となるか、続行となるかは不明です

女川原発の再稼働が来年2月以降に予定されてお
り、一刻も早く差止の判決を得たいところである一
方、一審では何ら行われなかった、避難計画の実効
性についての実質的で中身のある検討も行われるべ
きです。そこで、弁護団・原告団としては、1回結
審を強く求めない方針でおります。
高等裁判所には、一審のような審理不尽となるこ

とのないよう、控訴理由をしっかり確認の上、理解
してもらえるよう努めたいと思います。

４ 判決に向けて

上記のとおり、控訴審第１回期日では、甫守弁護
士によるプレゼンテーションもあり、さらに原告団
意見陳述もあります。
一審に引き続き、多くの傍聴をお願いいたします。

ら
な
り
の
「
手
順
」
で
、
原
発
再
稼
働

へ
突
き
進
ん
で
き
ま
し
た
が
、
現
実
に

事
故
が
起
き
た
時
に
、
退
域
時
検
査
場

所
（
車
両
や
衣
服
等
へ

の
放
射
性
物
質
の
付
着

状
態
を
検
査
）
の
開
設

が
出
来
な
い
、
大
渋
滞

問
題
の
発
生
、
一
時
集

合
場
所
な
ど
へ
の
バ
ス

の
配
置
な
ど
の
主
な
点

だ
け
見
て
も
、
実
効
性

が
欠
如
し
て
い
る
と
の

私
た
ち
の
指
摘
に
つ
い

て
は
、
女
川
地
域
原
子

力
防
災
協
議
会
で
も
国

の
防
災
会
議
で
も
全
く

審
議
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。住

民
の
い
の
ち
や
健

康
を
危
険
に
晒
す
原
発
の
再
稼
働
が
、
避
難

計
画
の
実
効
性
の
確
保
に
つ
い
て
し
か
る
べ

き
機
関
で
の
審
議
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
国

策
の
名
の
下
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
は
絶
対
に

許
さ
れ
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
立
場
と
こ
の
間
の

経
緯
に
照
ら
し
て
、
裁
判
所
に
対
し
て
「
現

行
の
避
難
計
画
の
下
で
の
再
稼
働
は
許
さ
れ

な
い
」
と
の
判
決
を
求
め
て

き
ま
し
た
。

原
告
団
は
、
大
多
数
の
国

民
と
共
に
、
原
発
に
頼
ら
な

い
エ
ネ
ル
ギ
ー
計
画
を
切
望

し
て
い
ま
す
が
、
咋
今
の
国

や
電
力
事
業
者
の
動
向
を
危

惧
し
て
、
万
が
一
の
原
発
事

故
発
生
時
の
「
最
後
の
人
権

の
砦
」
と
し
て
の
避
難
計
画

の
実
効
性
の
確
保
に
つ
い

て
、
今
度
こ
そ
明
確
な
判
断

が
示
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し

て
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ま
の
こ
の
裁
判
へ
の

注
目
と
ご
支
援
を
心
か
ら
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。



１

一
審
判
決
の
最
大
の
問
題
点

は
、
差
止
め
の
要
件
と
し
て
「
本

件
２
号
機
の
運
転
再
開
に
よ
っ
て

放
射
性
物
質
が
異
常
に
放
出
さ
れ

る
事
故
（
以
下
、
大
事
故
）
が
発

生
す
る
危
険
の
具
体
的
な
主
張
立

証
」
を
原
告
ら
に
求
め
、
そ
れ
が

な
さ
れ
な
い
限
り
「
本
件
避
難
計

画
が
実
効
性
を
欠
く
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
控
訴
人
ら
の
人
格

権
が
違
法
に
侵
害
さ
れ
る
具
体
的

危
険
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
」
と
結
論
し
て
い

る
こ
と
。

２

「
大
事
故
発
生
の
具
体
的
危

険
の
主
張
・
立
証
」
を
求
め
る
こ

と
が
誤
っ
て
い
る
理
由
は
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

①

一
審
判
決
は
騒
音
等
を
理

由
と
す
る
他
の
差
止
め
と
本
件
を

同
視
し
て
、
差
止
め
の
理
由
と
し

て
、
「
大
事
故
発
生
の
具
体
的
危

険
の
主
張
・
立
証
」
を
原
告
ら
に

求
め
て
い
る
が
、
原
発
は
も
と
も

と
危
険
で
第
１
層
～
第
５
層
の
防

護
（
深
層
防
護
）
が
貫
徹
さ
れ
る

こ
と
を
条
件
に
、
例
外
的
に
運
転

が
許
容
さ
れ
て
い
る
。
他
の
差
止

め
と
は
著
し
く
異
な
る
。
原
発
と

他
の
差
止
め
と
の
違
い
を
度
外
視

し
た
こ
と
が
②
～
④
に
つ
な
が
っ

た
。②

「
大
事
故
発
生
の
具
体
的

危
険
の
主
張
・
立
証
」
と
は
、
第

４
層
ま
で
の
防
護
が
突
破
さ
れ
る

原
因
の
事
前
予
測
。
福
島
第
一
原

発
で
い
え
ば
、
巨
大
地
震
と
巨
大

津
波
が
そ
れ
。
想
定
外
を
求
め
る

こ
と
と
同
じ
。
そ
れ
が
で
き
る
人

は
世
の
中
に
存
在
し
な
い
。

③

大
事
故
発
生
の
具
体
的
危

険
は
、
原
告
ら
が
そ
れ
を
主
張
・

立
証
し
た
か
ら
具
体
的
危
険
が
存

在
し
、
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
具
体

的
危
険
は
な
い
と
い
う
、
原
告
の

出
方
次
第
で
結
果
が
変
わ
る
性
質

の
問
題
で
は
な
い
。
原
告
ら
が
主

張
・
立
証
す
る
し
な
い
に
か
か
わ

ら
ず
、
「
大
事
故
の
発
生
は
否
定

で
き
な
い
」
こ
と
を
原
子
力
規
制

委
員
会
が
認
め
て
い
る
。

④

原
発
の
あ
る
自
治
体
に
法

律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
避
難

計
画
（
第
５
層
の
防
護
）
は
、

「
大
事
故
の
発
生
は
否
定
で
き
な

い
」
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。

一
審
判
決
は
「
大
事
故
発
生
の
具

体
的
危
険
の
主
張
・
立
証
」
を
原

告
ら
に
求
め
、
原
告
ら
が
そ
れ
を

し
な
い
（
で
き
な
い
）
こ
と
を
も

っ
て
上
記
の
結
論
を
導
い
た
。
原

子
力
規
制
委
員
会
が
認
め
て
い
る

「
大
事
故
の
発
生
は
否
定
で
き
な

い
」
を
間
接
的
に
否
定
し
、
ひ
い

て
は
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
い
る

第
５
層
の
防
護
自
体
を
否
定
し
た

（
こ
の
点
が
元
凶
）
。

⑤

「
大
事
故
の
発
生
は
否
定

で
き
な
い
」
は
公
知
の
事
実
。

㎞
圏
内
の
住
民
に
と
っ
て
第
５
層
の

防
護
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
、
（
原

発
の
あ
る
自
治
体
に
法
律
で
第
５
層

の
防
護
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の

で
）
公
知
の
事
実
。
そ
れ
ら
を
認
め

る
の
で
あ
れ
ば
、
「
大
事
故
発
生
の

具
体
的
危
険
の
主
張
・
立
証
」
と
関

係
な
く
、
第
５
層
の
防
護
に
含
ま
れ

る
避
難
計
画
の
実
効
性
の
有
無
の
判

断
は
不
可
欠
。
避
難
計
画
の
実
効
性

に
重
大
な
不
備
が
あ
る
場
合
は
、
人

格
権
侵
害
の
具
体
的
危
険
性
が
あ
る

と
推
定
さ
れ
、
被
控
訴
人
に
よ
る
原

発
の
運
転
は
許
さ
れ
な
い
。

以
上

福島原発事故のニュース、避難所の模様、交通渋滞のニュ

ースを見て、絶対避難したくないと思った。避難中に高血

圧の薬がなくなったらどうしよう。関連死する。石巻市が

作成した「避難計画」を見て、絶対に避難出来ないと思っ

た。最悪の事態を想定した避難計画になっていない。複合

災害が起きることを想定していない。要支援者の対策が十

分でない。何時間車に拘束されるのか？薬がなくなったら

どうする？トイレは？等々が具体的に何もしめされていな

い。

2020年8月、宮城県が開催した「住民説明会」で東北電力の

「事故は絶対にないとは言えない」という話を聞いて、ま

すます不安になった。2022年1月に石巻市が全世帯に配布し

た「原子力災害時の防災対応マニュアル」を見て、ますま

す避難出来ないと思った。私が住む泉町は女川原発から西

方向に位置する。防災マユアルによれば女川原発から西方

向の149の行政区の人約67469人（PSZだけ）が鷹来の森運動

公園（退域時検査場所）に向けて避難するという。約7万人

の人が同じ場所を目指して避難するという。想像できます

か？東北電力は避難は段階的に行われることになっている

から渋滞はおきないと言っているが、「女川原発が事故を

おこして放射性物質が漏れ出した。風は西方方向に吹いて

いる」という情報が流れた途端、我先にと一斉に避難がは

じまるのが目に見えている。渋滞しないわけがない。

何故、このような心配をしなければならないのか。原発が

なければ避難の心配をする必要は全くない（自然災害を除

いて）。私の願いはただ一つ「避難したくない」。


